
宅地造成工事規制区域内において工事を行う場合の手続きフロー 

木更津市都市整備部都市政策課 

                         

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※その他 他法令での手続きが必要な場合があるので、関係課と協議をお願いします。 

 ・森林の伐採等(森林法)・・・・・・千葉県中部林業事務所、木更津市経済部農林水産課 

 ・埋立等(残土条例)・・・・・・・・木更津市環境部まち美化推進課 

 ・重機等の使用(騒音規制法等)・・・木更津市環境部環境政策課 

 ・建築物の建築(都市計画法等)・・・木更津市都市整備部都市政策課、建築指導課 

〇工事を行う区域 

宅地造成工事規制区域内か 

〇工事内容 

➀切土で高さが２ｍを超えるがけを生じる 

②盛土で高さが１ｍを超えるがけを生じる 

③切土と盛土を同時にする場合で、２ｍを超えるがけを生じる 

④切土と盛土をする土地の面積が５００㎡を超える 

※「がけ」とは地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす

土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいう 

区域内 

〇工事を行う場所 

「宅地」で行う行為か 

※「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、

河川その他の公共の用に供されている土地（学校、墓地、 

運動場等）以外の土地をいう 

 

区域外 

宅地内 

宅地外 

宅地造成等規制法第８条に基づく許可申請 

該当しない 

該当する 


